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(57)【要約】
【課題】規定耐荷重がそれぞれ異なるレール及びフック
が２セット以上あっても、或いは規定耐荷重がそれぞれ
異なるレール、フック及びハンガーが２セット以上あっ
ても、規定耐荷重のレールやフックの変形を確実に防止
する。
【解決手段】第１レール１１及び第１フック２１が第１
規定耐荷重をそれぞれ有し、第２レール１２及び第２フ
ック２２が第１規定耐荷重より小さい第２規定耐荷重を
それぞれ有する。第２フック２２が第１及び第２レール
１１，１２に組込み可能に構成される。また第２レール
１２に第１フック２１の第２レール１２への組込みを禁
止する組込み禁止手段１２ｃが設けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１規定耐荷重をそれぞれ有する第１レール(11)及び第１フック(21,51)と、前記第１
規定耐荷重より小さい第２規定耐荷重をそれぞれ有する第２レール(12)及び第２フック(2
2,52)とを備えたピクチャレール構造であって、
　前記第２フック(22,52)が前記第１及び第２レール(11,12)に組込み可能に構成され、
　前記第２レール(12)に前記第１フック(21,51)の前記第２レール(12)への組込みを禁止
する組込み禁止手段(12c)が設けられた
　ことを特徴とするピクチャレール構造。
【請求項２】
　第１規定耐荷重をそれぞれ有する第１レール(11)、第１フック(21,51)及び第１ハンガ
ー(31)と、前記第１規定耐荷重より小さい第２規定耐荷重をそれぞれ有する第２レール(1
2)、第２フック(22,52)及び第２ハンガー(32)とを備えたピクチャレール構造であって、
　前記第２フック(22,52)が前記第１及び第２レール(11,12)に組込み可能に構成され、
　前記第２ハンガー(32)が前記第１及び第２フック(21,22,51,52)に係合可能に構成され
、
　前記第２レール(12)に前記第１フック(21,51)の前記第２レール(12)への組込みを禁止
する組込み禁止手段(12c)が設けられ、
　前記第１ハンガー(31)にこの第１ハンガー(31)の前記第２フック(22,52)への係合を禁
止する係合禁止手段(31c)が設けられた
　ことを特徴とするピクチャレール構造。
【請求項３】
　前記第１レール(11)が前記第１及び第２フック(21,22,51,52)を挿通するための第１開
口部(11a)を有し、
　前記第２レール(12)が前記第２フック(22,52)を挿通するための第２開口部(12a)を有し
、
　前記組込み禁止手段が前記第２開口部(12a)の両端縁の少なくともいずれか一方に立設
されたリブ(12c,12c)である請求項１又は２記載のピクチャレール構造。
【請求項４】
　前記第１フック(21,51)に前記第１及び第２ハンガー(31,32)を係合するための第１凹部
(21f,51f)が形成され、
　前記第２フック(22,52)に前記第２ハンガー(32)を係合するための第２凹部(22g,52g)が
形成され、
　前記係合禁止手段が前記第１ハンガー(31)を被覆するように設けられ前記第２凹部(22g
,52g)より幅広の被覆部(31c)である請求項２又は３記載のピクチャレール構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天井面又は壁面に固定されたレールにフックを組込み、このフックにハンガ
ーを係合し、絵画額縁等に固着された取付金具をハンガーに係合して、絵画額縁等を吊下
げるピクチャレール構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、天井と壁面との境界部分に回り縁が取付けられ、この回り縁と壁面との間又は回
り縁に、下方に開いて回り縁の長手方向に延びる溝が設けられ、この溝がピクチャレール
を収容できるサイズのものからなる、天井と壁面との境界部分の構造が開示されている（
例えば、特許文献１参照。）。この天井と壁面との境界部分の構造では、ピクチャレール
が、一対のリップを有する溝型材からなり、リップ間開口部を下向きにして上記溝に収容
される。またピクチャレールの内部にスライダが摺動可能に収容され、このスライダから
リップ間開口部を通じて垂下されたフックにワイヤを介して絵画を掛けるように構成され
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る。このように構成された天井と壁面との境界部分の構造では、回り縁と壁面との間に設
けられた溝内、又は回り縁に設けられた溝内にピクチャレールを設置することにより、ピ
クチャレールを回り縁で隠すことができるので、ピクチャレールの設置で室内の美観を損
なうことを防止できるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２４０４３５号公報（請求項１、段落［０００５］、段落
［００１３］、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記従来の特許文献１に示された天井と壁面との境界部分の構造では、所定の
規定耐荷重（第１規定耐荷重）をそれぞれ有する第１ピクチャレール、第１フック付スラ
イダ及び第１ワイヤが用いられるけれども、軽量化や製造コストの低減のために、別の規
定耐荷重、例えば上記第１規定耐荷重の半分の第２規定耐荷重をそれぞれ有する第２ピク
チャレール、第２フック付スライダ及び第２ワイヤを作製した場合、第２ピクチャレール
に第１フック付スライダを組込み、この第１フック付スライダのフックに第１ワイヤを介
して第１規定耐荷重より小さくかつ第２規定耐荷重より大きな荷重の絵画額縁を吊下げる
と、第２ピクチャレールが変形するおそれがあった。また第２ピクチャレールに第２フッ
ク付スライダを組込み、この第２フック付スライダのフックに第１ワイヤを介して第１規
定耐荷重より小さくかつ第２規定耐荷重より大きな荷重の絵画額縁を吊下げると、第２ピ
クチャレール又は第２フックのいずれか一方又は双方が変形するおそれがあった。
【０００５】
　本発明の目的は、規定耐荷重がそれぞれ異なるレール及びフックが２セット以上あって
も、或いは規定耐荷重がそれぞれ異なるレール、フック及びハンガーが２セット以上あっ
ても、規定耐荷重のレールやフックの変形を確実に防止できる、ピクチャレール構造を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の観点は、図１～図３に示すように、第１規定耐荷重をそれぞれ有する第
１レール１１及び第１フック２１と、第１規定耐荷重より小さい第２規定耐荷重をそれぞ
れ有する第２レール１２及び第２フック２２とを備えたピクチャレール構造であって、第
２フック２２が第１及び第２レール１１に組込み可能に構成され、第２レール１２に第１
フック２１の第２レール１２への組込みを禁止する組込み禁止手段１２ｃが設けられたこ
とを特徴とする。
【０００７】
　本発明の第２の観点は、図１～図３に示すように、第１規定耐荷重をそれぞれ有する第
１レール１１、第１フック２１及び第１ハンガー３１と、第１規定耐荷重より小さい第２
規定耐荷重をそれぞれ有する第２レール１２、第２フック２２及び第２ハンガー３２とを
備えたピクチャレール構造であって、第２フック２２が第１及び第２レール１１，１２に
組込み可能に構成され、第２ハンガー３２が第１及び第２フック２１，２２に係合可能に
構成され、第２レール１２に第１フック２１の第２レール１２への組込みを禁止する組込
み禁止手段１２ｃが設けられ、第１ハンガー３１にこの第１ハンガー３１の第２フック２
２への係合を禁止する係合禁止手段３１ｃが設けられたことを特徴とする。
【０００８】
　本発明の第３の観点は、第１又は第２の観点に基づく発明であって、更に図１～図３に
示すように、第１レール１１が第１及び第２フック２１，２２を挿通するための第１開口
部１１ａを有し、第２レール１２が第２フック２２を挿通するための第２開口部１２ａを
有し、組込み禁止手段が第２開口部１２ａの両端縁に立設された一対のリブ１２ｃ，１２
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ｃであることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の第４の観点は、第２又は第３の観点に基づく発明であって、更に図１～図３に
示すように、第１フック２１に第１及び第２ハンガー３１，３２を係合するための第１凹
部２１ｆが形成され、第２フック２２に第２ハンガー３２を係合するための第２凹部２２
ｇが形成され、係合禁止手段が第１ハンガー３１を被覆するように設けられ第２凹部２２
ｇより幅広の被覆部３１ｃであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の第１の観点のピクチャレール構造では、第２規定耐荷重を有する第２レールに
、第２規定耐荷重より大きい第１規定耐荷重を有する第１フックを組込もうとすると、第
２レールに設けられた組込み禁止手段により第２レールへの第１フックの組込みが禁止さ
れる。この結果、規定耐荷重の小さい第２レールに、規定耐荷重の大きい第１フックを介
して、第２規定耐荷重より大きくかつ第１規定耐荷重より小さい荷重の絵画額縁等の物品
を吊下げるという事態を回避できるので、第２レールの変形を確実に防止できる。
【００１１】
　本発明の第２の観点のピクチャレール構造では、第２規定耐荷重を有する第２レールに
、第２規定耐荷重より大きい第１規定耐荷重を有する第１フックを組込もうとすると、第
２レールに設けられた組込み禁止手段により第２レールへの第１フックの組込みが禁止さ
れる。この結果、規定耐荷重の小さい第２レールに、規定耐荷重の大きい第１フック及び
第１ハンガーを介して、第２規定耐荷重より大きくかつ第１規定耐荷重より小さい荷重の
絵画額縁等の物品を吊下げるという事態を回避できるので、第２レールの変形を確実に防
止できる。また第２規定耐荷重を有する第２レールに、第２規定耐荷重を有する第２フッ
クを組込んだ状態で、この第２フックに、第２規定耐荷重より大きい第１規定耐荷重を有
する第１ハンガーを係合しようとすると、第１ハンガーに設けられた係合禁止手段により
第２フックへの第１ハンガーの係合が禁止される。この結果、規定耐荷重の小さい第２フ
ックに、規定耐荷重の大きい第１ハンガーを介して、第２規定耐荷重より大きくかつ第１
規定耐荷重より小さい荷重の絵画額縁等の物品を吊下げるという事態を回避できるので、
第２フック及び第２レールの変形を確実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】（ａ）は本発明実施形態の第１レールに第１フックを組込みかつ第１フックに第
１ハンガーを係合した状態を示す断面図であり、（ｂ）は本発明実施形態の第２レールに
第２フックを組込みかつ第２フックに第２ハンガーを係合した状態を示す断面図である。
【図２】（ａ）は第１レールに第２フックを組込みかつ第２フックに第２ハンガーを係合
した状態を示す断面図であり、（ｂ）は第１レールに第１フックを組込みかつ第１フック
に第２ハンガーを係合した状態を示す断面図である。
【図３】（ａ）は第２レールに第１フックを組込めない状態を示す断面図であり、（ｂ）
は第２レールに組込んだ第２フックに第１ハンガーを係合できない状態を示す断面図であ
る。
【図４】（ａ）は本発明の別の実施形態の第１レールに第１フックを組込みかつ第１フッ
クに第１ハンガーを係合した状態を示す断面図であり、（ｂ）は本発明の別の実施形態の
第２レールに第２フックを組込みかつ第２フックに第２ハンガーを係合した状態を示す断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に本発明を実施するための形態を図面に基づいて説明する。図１（ａ）に示すように
、第１レール１１が天井面１３に固定され、第１レール１１に第１フック２１が組込まれ
、この第１フック２１に第１ハンガー３１が係合するように構成される。また図１（ｂ）
に示すように、天井面１３に第２レール１２が固定され、第２レール１２に第２フック２
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２が組込まれ、この第２フック２２に第２ハンガー３２が係合するように構成される。上
記第１レール１１、第１フック２１及び第１ハンガー３１は第１規定耐荷重（例えば、３
０ｋｇ）をそれぞれ有する。また上記第２レール１２、第２フック２２及び第２ハンガー
３２は第１規定耐荷重より小さい第２規定耐荷重（例えば、１５ｋｇ）をそれぞれ有する
。
【００１４】
　第１レール１１はアルミ合金等の軽量合金の押出し法又は引抜き法により長方形筒状の
一辺の一部を切欠いた断面略伏せＣ字状に成形される。第１レール１１の長方形筒状の一
辺の一部が切欠かれることにより、第１レール１１の一辺の長手方向に延びる第１開口部
１１ａと、この第１開口部１１ａの両側部に位置し第１レール１１の長手方向にそれぞれ
延びる一対の第１対向片１１ｂ，１１ｂとが第１レール１１に形成される。一方、第２レ
ール１２はアルミ合金等の軽量合金の押出し法又は引抜き法により長方形筒状の一辺の一
部を切欠いた断面略伏せＣ字状に成形される。第２レール１２の長方形筒状の一辺の一部
が切欠かれることにより、第２レール１２の一辺の長手方向に延びる第２開口部１２ａと
、この第２開口部１２ａの両側部に位置し第２レール１２の長手方向にそれぞれ延びる一
対の第２対向片１２ｂ，１２ｂとが第２レール１２に形成される。また一対の第２対向片
１２ｂ，１２ｂの先端縁、即ち第２開口部１２ａの両端縁には一対のリブ１２ｃ，１２ｃ
がそれぞれ立設される。これらのリブ１２ｃ，１２ｃはアルミ合金等の軽量合金の押出し
成形時又は引抜き成形時に第２レール１２と一体的に成形される。更に第２規定耐荷重（
例えば、１５ｋｇ）を有する第２レール１２は、第１規定耐荷重（例えば、３０ｋｇ）を
有する第１レール１１より薄肉に形成され、これにより第２レール１２の軽量化と製造コ
ストの低減が図られる。
【００１５】
　第１フック２１は、一対の第１対向片１１ｂ，１１ｂを所定の隙間をあけて挟み込んだ
状態で第１レール１１に摺動可能に取付けられる第１スライド部２１ａと、第１スライド
部２１ａから第１開口部１１ａを通って突設される略逆Ｊ字状の第１被係止部２１ｂとを
有する。第１スライド部２１ａは、第１開口部１１ａを内側から塞ぐように設けられ一対
の第１対向片１１ｂ，１１ｂの内面に沿って移動する第１内側片２１ｃと、第１開口部１
１ａを外側から塞ぐように設けられ一対の第１対向片１１ｂ，１１ｂの外面に沿って移動
する第１外側片２１ｄと、第１内側片２１ｃと第１外側片２１ｄとを連結し一対の第１対
向片１１ｂ，１１ｂ間を移動する第１連結片２１ｅとからなる。また第１被係止部２１ｂ
の先端部には比較的大きな曲率半径を有する第１凹部２１ｆが形成される。更に第１スラ
イド部２１ａには第１内側片２１ｃ、第１連結片２１ｅ及び第１外側片２１ｄを貫く通孔
２１ｇが形成され、この通孔２１ｇに第１被係止部２１ｂの基端部を圧入することにより
第１被係止部２１ｂが第１スライド部２１ａと一体化される。
【００１６】
　第２フック２２は、一対の第２対向片１２ｂ，１２ｂ及び一対のリブ１２ｃ，１２ｃを
所定の隙間をあけて挟み込んだ状態で第２レール１２に摺動可能に取付けられる第２スラ
イド部２２ａと、第２スライド部２２ａから第２開口部１２ａを通って突設される略逆Ｊ
字状の第２被係止部２２ｂとを有する。第２スライド部２２ａは、第２開口部１２ａを内
側から塞ぐように設けられ一対のリブ１２ｃ，１２ｃの先端面に沿って移動する第２内側
片２２ｃと、第２開口部１２ａを外側から塞ぐように設けられ一対の第２対向片１２ｂ，
１２ｂの外面に沿って移動する第２外側片２２ｄと、第２内側片２２ｃと第２外側片２２
ｄとを連結し第２開口部１２ａ内及び一対のリブ１２ｃ，１２ｃ間を移動する第２連結片
２２ｅと、第２内側片２２ｃの両端縁から一対の第２対向片１２ｂ，１２ｂに向って突設
された一対の突片２２ｆとからなる。また第２被係止部２２ｂの先端部には比較的小さな
曲率半径を有する第２凹部２２ｇが形成される。
【００１７】
　第１フック２１の第１スライド部２１ａは比較的強度の高い鋼の鍛造法等により略横臥
Ｈ字状に形成され、第１フック２１の第１被係止部２１ｂは比較的強度の高い鋼の丸棒を
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折り曲げることにより略逆Ｊ字状に形成される。また第２フック２２の第２スライド部２
２ａ及び第２被係止部２２ｂは比較的強度の低いアルミ合金等の軽量合金のダイカスト法
により一体的に成形される。これにより第２フック２２の第２規定耐荷重（例えば、１５
ｋｇ）は第１フック２１の第１規定耐荷重（例えば、３０ｋｇ）より小さくなるように構
成されるとともに、第２フック２２の軽量化と製造コストの低減が図られる。また第１ス
ライド部２１ａの第１内側片２２ｃと第１外側片２２ｄとの間隔、即ち第１連結片２２ｅ
の長さは、第１レール１１の第１対向片１１ｂの厚さより僅かに厚く形成されるけれども
、第２レール１２の第２対向片１２ｂの厚さとリブ１２ｃの高さの合計値より小さく形成
される。更に第２スライド部２２ａの第２外側片２２ｄ上面と突片２２ｆ下端との間隔は
、第１レール１１の第１対向片１１ｂの厚さより僅かに大きく形成されるとともに、第２
レール１２の第２対向片１２ｂの厚さより僅かに大きく形成される。
【００１８】
　第１ハンガー３１は、金属ワイヤによりリング状に形成され第１被係止部２１ｂに係止
する第１係止部３１ａと、上端が第１係止部３１ａに連結され比較的太い金属ワイヤによ
り形成された第１線状部３１ｂと、第１線状部３１ｂの下端に連結され物品（絵画額縁等
）の受け具（図示せず）を係合して物品（絵画額縁等）を保持する第１物品保持部（図示
せず）と、第１係止部３１ａの内周面を被覆するように設けられた被覆部３１ｃとを有す
る。被覆部３１ｃの外径は第２凹部２２ｇより幅広に形成される。また第２ハンガー３２
は、金属ワイヤによりリング状に形成され第２被係止部２２ｂに係止する第２係止部３２
ａと、上端が第２係止部３２ａに連結され比較的細い金属ワイヤにより形成された第２線
状部３２ｂと、第２線状部３２ｂの下端に連結され物品（絵画額縁等）の受け具（図示せ
ず）を係合して物品（絵画額縁等）を保持する第２物品保持部（図示せず）とを有する。
第１ハンガー３１の第１線状部３１ｂを金属ワイヤにより比較的太く形成し、第２ハンガ
ー３２の第２線状部３２ｂを金属ワイヤにより比較的細く形成することにより、第２ハン
ガー３２の第２規定耐荷重（例えば、１５ｋｇ）は第１ハンガー３１の第１規定耐荷重（
例えば、３０ｋｇ）より小さくなるように構成されるとともに、第２ハンガー３２の軽量
化と製造コストの低減が図られる。また第１ハンガー３１の被覆部３１ｃの幅は、第１フ
ック２１の第１凹部２１ｆの幅より小さく形成されるけれども、第２フック２２の第２凹
部２２ｇの幅より大きく形成される。更に第２ハンガー３２の第２係止部３２ａの太さは
、第１フック２１の第１凹部２１ｆの幅より小さく形成されるとともに、第２フック２２
の第２凹部２２ｇの幅より僅かに小さく形成される。
【００１９】
　なお、第１及び第２レール１１，１２の実際の耐荷重は次のようにしてそれぞれ測定さ
れる。先ずレール１１，１２を天井面１３に２本の締付けネジによりそれぞれ固定する（
ネジの締付け間隔：４５０ｍｍ）。次に２本のネジの締付け間隔の中間点に荷重を付加す
るための治具（実際のフック２１，２２と同一形状の治具）をそれぞれ取付ける。更にこ
の治具に鉛直方向に荷重をそれぞれ掛ける。そしてレール１１，１２に生じる変形が弾性
変形から塑性変形へ変わる点をレール１１，１２のそれぞれの実際の耐荷重とする。また
、第１及び第２フック２１，２２の実際の耐荷重は次のようにしてそれぞれ測定される。
先ずフック２１，２２のスライド部２１ａ，２２ａをレール１１，１２にそれぞれ組込ん
だ状態でフック２１，２２がレール１１，１２の長手方向に摺動しないようにそれぞれ固
定する。次にフック２１，２２の被係止部に鉛直荷重をそれぞれ掛ける。そしてフック２
１，２２に生じる変形が弾性変形から塑性変形へ変わる点をフック２１，２２のそれぞれ
の実際の耐荷重とする。更に、第１及び第２ハンガー３１，３２の実際の耐荷重は次のよ
うにしてそれぞれ測定される。先ずフック２１，２２のスライド部２１ａ，２２ａをレー
ル１１，１２にそれぞれ組込み、フック２１，２２の被係止部２１ｂ，２２ｂにハンガー
３１，３２の係止部を係合した状態でフック２１，２２がレール１１，１２の長手方向に
摺動しないようにそれぞれ固定する。次にハンガー３１，３２の受け具（図示せず）に鉛
直荷重をそれぞれ掛ける。そしてハンガー３１，３２に生じる変形が弾性変形から塑性変
形へ変わる点をハンガー３１，３２のそれぞれの実際の耐荷重とする。
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【００２０】
　このように構成された第１及び第２レール１１，１２と、第１及び第２フック２１，２
２と、第１及び第２ハンガー３１，３２の使用方法を説明する。通常、第１レール１１を
天井面１３に固定し、第１レール１１に第１フック２１を組込み、この第１フック２１に
第１ハンガー３１を係合した後に、第１ハンガー３１の第１物品保持部（図示せず）に第
１規定耐荷重以下（例えば、３０ｋｇ以下）の物品（絵画額縁等）の受け具（図示せず）
を係合する。この場合、物品（絵画額縁等）の荷重が第１規定耐荷重以下（例えば、３０
ｋｇ以下）であるので、第１レール１１、第１フック２１及び第１ハンガー３１が変形す
ることはない。また天井面１３に第２レール１２を固定し、第２レール１２に第２フック
２２を組込み、この第２フック２２に第２ハンガー３２を係合した後に、第２ハンガー３
２の第２物品保持部（図示せず）に第２規定耐荷重以下（例えば、１５ｋｇ以下）の物品
（絵画額縁等）の受け具（図示せず）を係合する。この場合、物品（絵画額縁等）の荷重
が第２規定耐荷重以下（例えば、１５ｋｇ以下）であるので、第２レール１２、第２フッ
ク２２及び第２ハンガー３２が変形することはない。
【００２１】
　一方、第１規定耐荷重（例えば、３０ｋｇ）を有する第１レール１１を天井面１３に固
定し、この第１レール１１に、第１規定耐荷重より小さい第２規定耐荷重（例えば、１５
ｋｇ）を有する第２フック２２を組込もうとすると、第２スライド部２２ａの第２外側片
２２ｄと突片２２ｆとの間隔が、第１対向片１１ｂの厚さより僅かに大きく形成されてい
るので、組込むことができる（図２（ａ））。そして第２フック２２に第２ハンガー３２
を係合した後に、第２ハンガー３２の第２物品保持部（図示せず）に第２規定耐荷重以下
（例えば、１５ｋｇ以下）の物品（絵画額縁等）の受け具（図示せず）を係合する。この
場合、物品（絵画額縁等）の荷重が第２規定耐荷重以下（例えば、１５ｋｇ以下）である
ので、第１レール１１、第２フック２２及び第２ハンガー３２が変形することはない。し
かし、第２規定耐荷重（例えば、１５ｋｇ）を有する第２レール１２を天井面１３に固定
し、この第２レール１２に、第２規定耐荷重より大きい第１規定耐荷重（例えば、３０ｋ
ｇ）を有する第１フック２１を組込もうとすると、第１フック２１の第１スライド部２１
ａの第１内側片２１ｃと第１外側片２１ｄとの間隔、即ち第１連結片２１ｅの長さが、第
２レール１２の第２対向片１２ｂの厚さとリブ１２ｃの高さの合計値より小さく形成され
ているので、組込むことができない（図３（ａ））。即ち、第２レール１２に設けられた
一対のリブ１２ｃ，１２ｃにより第２レール１２への第１フック２１の組込みが禁止され
る。この結果、規定耐荷重の小さい第２レール１２に、規定耐荷重の大きい第１フック２
１及び第１ハンガー３１を介して、第２規定耐荷重（例えば、１５ｋｇ）より大きくかつ
第１規定耐荷重（例えば、３０ｋｇ）より小さい荷重の物品（絵画額縁等）を吊下げると
いう事態を回避できるので、第２レール１２の変形を確実に防止できる。
【００２２】
　また第１レール１１を天井面１３に固定し、第１レール１１に第１フック２１を組込ん
だ状態で、この第１フック２１に第２ハンガー３２を係合しようとすると、第２ハンガー
３２の第２係止部３２ａの太さが、第１フック２１の第１凹部２１ｆの幅より小さく形成
されているので、組込むことができる（図２（ｂ））。そして第２ハンガー３２の第２物
品保持部（図示せず）に第２規定耐荷重以下（例えば、１５ｋｇ以下）の物品（絵画額縁
等）の受け具（図示せず）を係合する。この場合、物品（絵画額縁等）の荷重が第２規定
耐荷重以下（例えば、１５ｋｇ以下）であるので、第１レール１１、第１フック２１及び
第２ハンガー３２が変形することはない。しかし、第２レール１２を天井面１３に固定し
、第２レール１２に第２フック２２を組込んだ状態で、この第２フック２２に第１ハンガ
ー３１を係合しようとすると、第１ハンガー３１の被覆部３１ｃの幅が、第２フック２２
の第２凹部２２ｇの幅より大きく形成されているので、組込むことができない（図３（ｂ
））。即ち、第１ハンガー３１の第１係止部３１ａに設けられた被覆部３１ｃにより、第
２フック２２の第２被係止部２２ｂへの第１係止部３１ａの係合が禁止される。この結果
、規定耐荷重の小さい第２フック２２に、規定耐荷重の大きい第１ハンガー３１を介して
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、第２規定耐荷重（例えば、１５ｋｇ）より大きくかつ第１規定耐荷重（例えば、３０ｋ
ｇ）より小さい荷重の物品（絵画額縁等）を吊下げるという事態を回避できるので、第２
フック２２及び第２レール１２の変形を確実に防止できる。
【００２３】
　なお、この実施の形態では、第１レールに第１フックを組込み、第１フックに第１ハン
ガーを係合し、更に第１ハンガーに物品（絵画額縁等）を吊下げ、第２レールに第２フッ
クを組込み、第２フックに第２ハンガーを係合し、更に第２ハンガーに物品（絵画額縁等
）を吊下げたが、第１レールに第１フックを組込み、第１フックに物品（絵画額縁等）を
吊下げ、第２レールに第２フックを組込み、第２フックに物品（絵画額縁等）を吊下げて
もよい。また、この実施の形態では、組込み禁止手段のリブを第２開口部の両端縁に立設
したが、第２開口部の両端縁のいずれか一方に立設してもよい。
【００２４】
　更に、この実施の形態では、第１及び第２レールを天井面に固定したが、図４に示すよ
うに第１及び第２レール１１，１２を壁面５３に固定してもよい。この場合、図４（ａ）
に示すように、第１フック５１の第１スライド部５１ａと第１被係止部５１ｂとが直角に
なるように連結され、図４（ｂ）に示すように、第２フック５２の第２スライド部５２ａ
と第２被係止部５２ｂとが直角になるように連結される。この場合、第１スライド部５１
ａは、第１開口部１１ａを内側から塞ぐように設けられ一対の第１対向片１１ｂ，１１ｂ
の内面に沿って移動する第１内側片５１ｃと、第１開口部１１ａを外側から塞ぐように設
けられ一対の第１対向片１１ｂ，１１ｂの外面に沿って移動する第１外側片５１ｄと、第
１内側片５１ｃと第１外側片５１ｄとを連結し一対の第１対向片１１ｂ，１１ｂ間を移動
する第１連結片５１ｅとからなる。また第１被係止部５１ｂの先端部には比較的大きな曲
率半径を有する第１凹部５１ｆが形成される。更に第１スライド部５１ａの第１連結片５
１ｅのうち第１外側片５１ｄから第１レール１１外方に突出する部分に通孔５１ｇが形成
され、この通孔５１ｇに第１被係止部５１ｂの基端部を圧入することにより第１被係止部
５１ｂが第１スライド部５１ａと一体化される。一方、第２スライド部５２ａは、第２開
口部１２ａを内側から塞ぐように設けられ一対のリブ１２ｃ，１２ｃの先端面に沿って移
動する第２内側片５２ｃと、第２開口部１２ａを外側から塞ぐように設けられ一対の第２
対向片１２ｂ，１２ｂの外面に沿って移動する第２外側片５２ｄと、第２内側片５２ｃと
第２外側片５２ｄとを連結し第２開口部１２ａ内及び一対のリブ１２ｃ，１２ｃ間を移動
する第２連結片５２ｅと、第２内側片５２ｃの両端縁から一対の第２対向片１２ｂ，１２
ｂに向って突設された一対の突片５２ｆ，５２ｆとからなる。また第２被係止部５２ｂの
先端部には比較的小さな曲率半径を有する第２凹部５２ｇが形成される。更に第１スライ
ド部５１ａの第１及び第２対向片１１ｂ,１２ｂに対する組込み関係、第２スライド部５
２ａの第１及び第２対向片１１ｂ,１２ｂに対する組込み関係、第１凹部５１ｆの第１及
び第２係止部３１ａ,３２ａに対する係合関係、第２凹部５２ｇの第１及び第２係止部３
１ａ,３２ａに対する係合関係は、上記実施の形態と同一に構成される。図４において図
１と同一符号は同一部品を示す。
【符号の説明】
【００２５】
　１１　第１レール
　１１ａ　第１開口部
　１２　第２レール
　１２ａ　第２開口部
　１２ｃ　リブ（組込み禁止手段）
　２１，５１　第１フック
　２１ｆ,５１ｆ　第１凹部
　２２，５２　第２フック
　２２ｇ,５２ｇ　第２凹部
　３１　第１ハンガー
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　３１ｃ　被覆部（係合禁止手段）
　３２　第２ハンガー

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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